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神
谷
神
社
に
つ
い
て神

谷
太
刀
宮
（
神
谷
神
社
）
宮
司　

佐
治 

宣
幸

は
じ
め
に

　

今
回
調
査
さ
れ
た
太
刀
宮
文
書
は
主
に
郡
中
代
を
務
め
た
今
西
家
か
ら
氏
神
様

で
あ
る
「
神
谷
太
刀
宮
（
神
谷
神
社
）
」
が
寄
贈
を
う
け
た
も
の
で
あ
る
。
本
稿

で
は
創
建
の
成
り
立
ち
や
伝
承
、
京
都
府
文
化
財
に
指
定
登
録
さ
れ
て
い
る
社
殿

や
境
内
地
を
紹
介
し
、
古
代
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
常
に
久
美
浜
の
歴
史
や
人
々

と
共
に
あ
る
神
社
だ
と
い
う
こ
と
を
お
伝
え
し
た
い
。

祭　

神

　

丹
波
道
主
命　

八
千
矛
神　

天
神
玉
命　

天
種
子
命

創　

建

　

神
谷
神
社
は
京
丹
後
市
久
美
浜
町
小
谷
に
鎮
座
す
る
神
社
で
、
そ
の
創
建
は
極

め
て
古
く
、
日
本
書
紀
に
第
十
代
崇
神
天
皇
十
年
秋
九
月
、
四
道
将
軍
を
任
命
し

山
陰
・
山
陽
・
東
海
・
北
陸
に
皇
族
の
将
軍
を
派
遣
し
、
丹
波
道
主
命
は
印
綬
を

う
け
て
山
陰
道
を
巡
視
な
さ
っ
た
と
記
述
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
時
、
前
途
の
武

運
長
久
・
国
土
安
泰
を
祈
る
た
め
、
出
雲
国
よ
り
八
千
矛
神
を
迎
え
神
谷
の
明
神

谷
に
社
を
創
建
し
お
祀
り
し
た
の
が
創
始
と
伝
え
て
い
ま
す
。

　

丹
波
道
主
命
は
崇
神
天
皇
十
一
年
、
朝
廷
に
山
陰
道
平
定
の
報
告
を
な
さ
っ
た

後
も
、
丹
後
国
（
元
の
丹
波
国

1)

に
と
ど
ま
り
、
力
を
尽
く
さ
れ
地
域
の
人
々

の
信
頼
を
得
て
い
き
、
垂
仁
天
皇
の
代
逝
去
の
後
は
そ
の
功
績
・
ご
恩
徳
を
追
慕

し
現
在
の
地
を
選
び
神
社
を
創
建
し
、
常
に
身
に
つ
け
て
お
ら
れ
た
国
見
剣
を
神

御
霊
と
し
て
祀
ら
れ
た
。
こ
れ
が
太
刀
宮
の
始
り
で
あ
る
。

社　

号

　

こ
の
よ
う
に
神
谷
神
社
と
太
刀
宮
と
は
、
全
く
別
の
神
社
で
あ
っ
た
が
、
創
立

以
来
長
い
年
月
が
経
ち
神
谷
神
社
が
大
破
に
い
た
り
、
こ
れ
を
太
刀
宮
に
合
せ
祀

る
こ
と
と
さ
れ
、
神
谷
太
刀
宮
と
な
っ
た
。
こ
の
合
祀
は
延
喜
式
以
前
と
考
察
さ

れ
る
が
、
延
喜
式
に
単
に
神
谷
神
社
と
挙
が
り
、
太
刀
宮
が
挙
が
ら
な
か
っ
た
の

は
、
祭
神
の
八
千
矛
神
は
丹
波
道
主
命
の
勧
請
に
よ
る
こ
と
を
尊
重
し
、
太
刀
宮

の
名
は
別
號
と
さ
れ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
一
般
に
は
神
谷
太
刀
宮
ま
た
は

単
に
太
刀
宮
と
呼
称
さ
れ
、
神
札
・
神
宝
・
祭
具
・
額
・
幟
（
【
図
１
】
）
悉
く
神

谷
太
刀
宮
ま
た
は
太
刀
宮
と
銘
さ
れ
て
お
り
、
今
回
調
査
が
行
わ
れ
た
太
刀
宮
文

書
の
記
載
に
も
、
太
刀
宮
が
用
い
ら
れ
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
明

治
時
代
の
大
規
模
な
神
社
統
合
の
際
に
は
式
内
郷
社
神
谷
神
社
と
公
定
さ
れ
現
在
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は
宗
教
法
人
神
谷
神
社
と
な
っ
て
い
る
が
、
今
も
変
わ
ら
ず
『
太
刀
宮
さ
ん
』
『
太

刀
宮
』
『
神
谷
太
刀
宮
』
の
名
で
親
し
ま
れ
て
い
る
。

功　

績

　

祭
神
の
丹
波
道
主
命
は
四
道
将
軍
と
し
て
山
陰
地
方
を
巡
視
平
定
し
朝
廷
に
報

告
を
し
た
の
ち
も
、
山
陰
勢
力
（
出
雲
や
但
馬
の
天
日
槍
族
）
と
大
和
を
繋
ぐ
要

衝
で
あ
る
久
美
の
地
２

に
と
ど
ま
り
、
仲
を
取
り
持
つ
重
責
を
担
わ
れ
、
地
域
発

展
、
人
身
掌
握
に
つ
と
め
ら
れ
た
。
妃
は
熊
野
郡
川
上
庄
か
ら
豪
族
の
娘
、
河
上

麻
須
郎
女
を
娶
り
、
五
女
を
も
う
け
養
育
し
十
一
代
垂
仁
天
皇
十
五
年
に
は
五
女

皆
が
後
宮
に
迎
え
ら
れ
、
長
女
日
葉
酢
比
媛
は
皇
后
に
立
て
ら
れ
ま
し
た
。
垂
仁

天
皇
と
の
間
に
は
十
二
代
景
行
天
皇
や
倭
姫
命
等
を
得
て
お
り
、
そ
の
後
の
古
代

日
本
の
歴
史
を
作
る
人
物
た
ち
へ
と
繋
が
っ
て
い
き
ま
す
（
【
図
２
】
）
。

　

現
在
も
御
祭
神
の
数
々
の
功
績
に
よ
り
、
厄
除
・
方
除
・
目
標
達
成
（
合
格
祈
願
）・

縁
結
び
・
交
通
安
全
・
家
内
安
全
・
国
家
安
泰
な
ど
多
く
の
御
神
徳
を
得
ら
れ
る

神
社
と
し
て
参
拝
者
が
絶
え
ま
せ
ん
。

社　

殿　

（
【
図
３
】
）

　

現
社
殿
は
棟
札
よ
り
天
明
元
年
（
一
七
八
一
）
再
建
。
桁
行
二
間
、梁
行
三
間
、

入
母
屋
造
、
檜
皮
葺
屋
根
の
妻
入
、
一
間
の
向
拝
を
付
け
、
円
柱
上
に
台
輪
を
乗

せ
尾
垂
木
付
三
手
先
組
物
で
丸
桁
を
受
け
て
、
柱
間
中
備
に
蟇
股
を
置
い
た
二
重

垂
木
の
軒
を
支
え
、
向
拝
上
は
連
三
斗
を
三
段
に
組
ん
で
桁
を
受
け
る
と
い
う
独

特
の
手
法
を
用
い
、
軒
唐
破
風
を
付
属
さ
せ
て
お
り
、
「
太
刀
宮
造
」
と
称
さ
れ

て
こ
の
地
方
で
は
類
例
の
な
い
神
社
建
築
で
す
。
意
匠
に
目
を
向
け
て
も
、
向
拝

の
龍
、
各
種
の
動
物
の
丸
彫
り
の
木
鼻
、
虹
梁
や
海
老
虹
梁
に
飾
ら
れ
た
精
細
な

彫
刻
群
や
、
外
陣
に
は
格
天
井
を
張
り
、
一
桝
一
桝
に
絵
様
が
施
さ
て
お
り
、
荘

厳
な
社
殿
と
相
ま
っ
て
素
晴
ら
し
い
効
果
を
あ
げ
て
い
ま
す
。

　

神
門
は
本
殿
の
正
面
に
あ
り
、
四
脚
門
で
あ
る
が
、
通
常
の
四
脚
と
違
い
、
柱

を
几
帳
面
取
角
柱
と
し
、
柱
上
と
前
後
の
柱
間
中
備
に
出
組
を
用
い
て
丸
桁
と
妻

の
虹
梁
を
一
手
出
し
、
さ
ら
に
三
斗
で
二
重
虹
梁
を
架
け
、
雲
彫
刻
の
笈
形
を
付

し
た
大
瓶
た
て
、
妻
を
一
手
出
す
点
や
、
虹
梁
に
彫
ら
れ
た
水
流
形
の
絵
様
は
江

戸
期
作
の
特
徴
が
よ
く
見
て
取
れ
る
。

　

本
殿
は
京
都
府
指
定
文
化
財
、
神
門
は
京
都
府
登
録
文
化
財
と
な
っ
て
い
る
。　
　

境　

内

　

本
殿
は
南
西
に
面
し
、
本
殿
と
垂
直
に
東
南
に
伸
び
る
参
道
は
約
百
メ
ー
ト
ル

で
参
道
鳥
居
か
ら
は
丹
後
鉄
道
久
美
浜
駅
ま
で
三
分
の
距
離
。
途
中
久
美
谷
川
を

渡
る
。
境
内
に
は
楓
樹
が
良
く
育
ち
秋
の
紅
葉
や
冬
の
雪
景
色
も
趣
が
あ
る
。
本

殿
前
は
広
々
と
し
て
お
り
、
秋
の
例
祭
に
は
こ
の
神
庭
で
飾
太
鼓
台
の
勇
壮
な
芸

奉
納
が
行
わ
れ
盛
り
上
が
り
を
み
せ
る
。

　

さ
ら
に
、
巨
岩
・
奇
岩
が
立
ち
並
ぶ
磐
座
が
あ
り
、
神
社
建
築
以
前
の
自
然
崇
拝
・

古
代
祭
祀
の
様
子
を
う
か
が
え
、
文
化
財
環
境
保
全
地
区
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

お
わ
り
に

　

久
美
浜
は
、
古
代
に
お
い
て
は
山
陰
の
勢
力
と
大
和
を
繋
ぎ
、
江
戸
期
に
お
い

て
は
日
本
海
側
の
幕
府
の
拠
点
と
し
て
江
戸
と
を
繋
い
で
い
た
。
そ
の
こ
と
か
ら

人
々
の
目
的
地
で
あ
り
出
発
地
と
し
て
大
い
に
賑
わ
っ
て
い
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想

像
に
難
く
な
い
。
現
在
、
過
疎
化
が
進
む
当
地
域
に
お
い
て
太
刀
宮
文
書
の
研
究
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が
、
地
域
発
展
の
手
掛
か
り
と
な
る
よ
う
な
発
見
が
あ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

【
註
】

1 

律
令
制
以
前
は
丹
波
・
丹
後
・
但
馬
を
含
む
広
い
地
域
。

2 

現
在
の
久
美
浜
町
芦
原
地
区
に
王
屋
敷
の
地
が
残
っ
て
お
り
、
丹
波
道
主
命

の
屋
敷
跡
。
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【図１－ 1】 神札の版木（年代不明）

【図１－ 2】文化 8辛未 9月の銘が刻まれる湯釜

【図１－ 3】鳥居の社号額
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【図２】丹波道主命を中心にみる系図

【図３】神谷神社社殿


